
１：要介護度別サービス利用料金及び介護保険からの給付金額と自己負担金額

要支援 １ 要支援 ２ 要介護 1 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

利用者の要介護度と 個　 室  ４,７５９円  ５,９１９円  ６,３６２円  ７,０９０円  ７,８６０円  ８,５９９円   ９,３２７円

サービス利用料金 多床室  ４,７５９円  ５,９１９円  ６,３６２円  ７,０９０円  ７,８６０円  ８,５９９円 　９,３２７円

負担割合が１割の方 給付金額  ４,２８３円  ５,３２７円  ５,７２５円  ６,３８１円  ７,０７４円  ７,７３９円   ８,３９４円

自己負担額     ４７６円     ５９２円     ６３７円     ７０９円     ７８６円     ８６０円      ９３３円

負担割合が２割の方 給付金額  ３,８０７円  ４,７３５円  ５,０８９円  ５,６７２円  ６,２８８円  ６,８７９円   ７,４６１円

自己負担額     ９５２円  １,１８４円  １,２７３円  １,４１８円  １,５７２円  １,７２０円   １,８６６円

負担割合が３割の方 給付金額  ３,３３１円  ４,１４３円  ４,４５３円  ４,９６３円  ５,５０２円  ６,０１９円   ６,５２８円

自己負担額  １,４２８円  １,７７６円  １,９０９円  ２,１２７円  ２,３５８円  ２,５８０円   ２,７９９円

２：食費・居住費の自己負担額（１日あたり）

個　室 多床室

第１段階の方

　　　市町村民税世帯非課税で老齢福年金を受給 単身：1,000万円以下 ３８０円 ０円 ３００円

　　　されている方および生活保護受給者の方 夫婦：2,000万円以下

第２段階の方

　　　市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税・非課税 単身：  650万円以下 ４８０円 ４３０円 ６００円

　　　年金収入額の合計が８０万９千円以下の方 夫婦：1,650万円以下

第３段階①の方

　　　市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税・非課税 単身：　550万円以下 ８８０円 ４３０円 １,０００円

　　　年金収入額の合計が８０万９千円以上１２０万円以下の方 夫婦：1,550万円以下

第３段階②の方

　　　市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税・非課税 単身：　500万円以下 ８８０円 ４３０円 １,３００円

　　　年金収入額の合計が１２０万円以上の方 夫婦：1,500万円以下

第４段階の方（基準費用額）

　　　所帯及び配偶者（別所帯も含む）に市町村民税課税者が １,２３１円 ９１５円 １,４４５円

　　　おられる方及び預貯金等の資産額がオーバーされる方

３：加算分の自己負担額

　　・送迎加算【送迎にかかる加算】　　　１８４単位　　１９５円/回（３８９円/回）（５８３円/回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・処遇改善加算【介護職員の処遇改善による加算】　　　１ヶ月の合計単位数×０.０９×１０.５５×負担割合

４：介護保険給付対象外のサービスの利用料金

　　理容サービス費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税込１,９８０円／回

※上記１、２、３、４の合計額が利用者様の自己負担額となります。

サービス利用料金　　　　　アウェイク東羽衣　（短期入所）　　令和７年８月１日より
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